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Ⅰ 計画の概要 

 １ 計画策定の目的 
本市の財政運営上の実質的な姿を直視し、将来へ向けて実効性を伴う具体的な財政運営の基

準（ガイドライン）を設定し、中期収支見込みにより、中期的な視点に立った財政運営を行っ

ていくための指針とするため、令和５年３月に新城市中期財政計画（令和５年度～令和８年度）

を策定しました。この計画は策定時点での大型事業の予定や経費に基づいた推計値であり、持

続可能で計画的な財政運営を進めていくためには、継続的な見直しが必要となります。 
 
今回の見直しでは、一貫性を持たせるため前計画の指標を継承し、直近の予算決算の状況、

基金、地方債残高、将来負担比率などの指標を更新するとともに今後実施予定の大型事業を財

政見通しに組み込み、令和１２年度までの収支見込みを作成しました。 
激動する世界情勢や頻発する大規模災害による景気変動や国の政策方針に柔軟に対応できる

財政運営を行うため、毎年度財政見通しを更新することとします。 
 
 ２ 基本的事項 
  （１）計画期間 

 計画期間は、令和９年度から令和１２年度までの４年間とします。 
 

  （２）財政見通し 
 財政見通しは、策定時点における一定の前提条件の下に推計したものであるため、各年

度の決算状況や社会情勢の変化など、将来の財政運営に影響を与える要素を予測できる範

囲で勘案し、毎年度の見直しを行います。 
 

  （３）会計単位 
 計画の会計単位は、一般会計とします。 
 なお、決算額は、地方財政状況調査における決算統計の数値を採用します。 
 

  （４）財政運営ガイドラインの目標 
令和５年３月に策定した新城市中期財政計画（令和５年度～令和８年度）において設定

した下記項目の財政調整基金等の残高及び地方債発行額の抑制の指標及び目標値を引き

継ぎます。 
 
・財政調整基金等の残高 

３０億円以上（財政調整基金と減債基金の計） 
 
・地方債残高（地方債発行額の抑制） 

地方交付税措置以外の部分におけるプライマリーバランスの黒字確保 
将来負担比率：２５％ 
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Ⅱ 財政の状況 

 １ 歳入の推移 
平成３０年度から令和６年度までの歳入の推移は、次のとおりです。 

平成１７年の市町村合併後、令和２年度に新型コロナウイルス感染症対応のため国庫支出金の

大幅な増加により、初めて３００億円を超えました。令和２年度以降は、特別定額給付金など、

国の政策により国庫支出金が増加しています。また、令和４年度以降は主に繰越金の増加によ

り、その他の歳入が増加しています。 

 
   
（１）市税 

市の歳入の根幹である市税は、微増傾向にあります。市民税については、令和６年度に国

による定額減税が行われたことにより減少しました。一方、令和５年度以降、業績好調の企

業の存在より法人市民税は大きく増加しました。令和６年度は国の定額減税により個人市民

税が減額となりました。 

 

7,242 7,349 7,157 7,215 7,388 7,725 7,695

5,828 5,833 6,193 6,837 6,832 6,746 6,750

1,462 1,543 1,675
1,893 1,880 1,909 2,3202,861 3,209

8,708
4,890 4,321 4,232 4,6464,708 2,835

3,206

2,952 2,359 2,914 2,709
4,001

3,534

3,219

2,758 3,512
4,186

5,193

26,102
24,303

30,158

26,545 26,292 27,712
29,313

0

5,000
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H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

歳入の推移

市税 地方交付税 譲与税・交付金 国県支出金 地方債 その他

百万円

2,305 2,320 2,282 2,202 2,236 2,229 2,048

546 549 377 549 584 823 1,026

3,704 3,783
3,798 3,739 3,814

3,914 3,867

687 697 700 726 754
759 754

99.1% 99.1%

98.3%

99.3% 99.4%
99.4%

99.5%

97.6%

97.8%

98.0%

98.2%

98.4%

98.6%

98.8%

99.0%

99.2%

99.4%

99.6%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000
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7,000

8,000

9,000

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

百万円 市税

個人市民税 法人市民税 固定資産税 その他 徴収率（現年課税分）

7,388 7,725
7,695

7,242 7,349 7,157
7,216
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（２）地方交付税 

景気の回復傾向等により国税収入の増加などにより地方交付税は増加しています。 

 
 

（３）地方債（市債借入額） 
庁舎建設事業やし尿等下水道投入施設整備事業、新城駅南地区整備事業等に伴う借入れ

により、平成３０年度までの借入額は、増加傾向にありましたが、令和元年度を境に大規

模事業が一段落したことで借入額は大きく減少しました。 
また、地方交付税の国の財源不足の一部を借入れする臨時財政対策債は、発行可能額の

全額を借り入れていますが、その元利償還金相当額の全額が後年度の地方交付税で措置さ

れます。 

 

5,167 5,190 5,538
6,169 6,116 5,946 6,020

661 643
655

668 716 800 730
5,828 5,833

6,193

6,837 6,832 6,746 6,750

241 341 475
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百万円 地方交付税

普通交付税 特別交付税(震災復興含む） 合併算定替縮減額

3,760

2,115
2,503

1,979 2,088
2,804 2,656

948

720
704

973
271

109 53

4,708

2,835
3,207

2,952

2,359

2,913
2,709

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

百万円 地方債（借入額）

臨時財政対策債以外 臨時財政対策債
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２ 歳出の推移 
平成３０年度から令和６年度までの歳出の推移は、次のとおりです。 
平成３０年度までの間は、庁舎建設事業やし尿等下水道投入施設整備事業、新城駅南地区整

備事業などの大型建設事業により投資的経費が増加しています。令和２年度は、新型コロナウ

イルス感染症対策経費として、特別定額給付金や低所得者・子育て世帯向けの特別給付金の計

上により、補助費等の項目が大幅に増加しています。また、令和６年度では、学校給食共同調

理場運営事業の開始等により物件費が大きく増となりました。 
 

 
 

   
  

4,981 4,934 5,444 5,596 5,557 5,586 5,819

2,752 2,849 2,765 3,670 3,129 3,273 3,692
2,340 2,559 2,708

2,831 3,003 2,899 2,947
4,344 3,879 3,587

3,917 3,902 3,563
4,576

3,494 3,341

8,101
3,198 3,561 3,208

3,1951,058 1,053

1,081

1,059 1,079 1,047
1,2115,278

3,840

4,468

3,221 3,402 4,753

5,029907
908

1,065

1,674 1,038 1,057

99725,154
23,363

29,219

25,166 24,671 25,386
27,466

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

百万円 歳出の推移

人件費 扶助費 公債費 物件費 補助費等 繰出金 投資的経費 その他
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（１）義務的経費（人件費・扶助費・公債費） 
人件費は、退職金が年度間で変化することにより大きく増減しますが、令和２年度の会計年

度任用職員制度導入や令和６年度の人事院勧告による職員給与の増などにより増加していま

す。 
扶助費は、対象者や施設の増加により、少しずつ増加していましたが、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大による施設の休止等により令和２年度は減少しましたが、その後介護給付費

の増などにより増加傾向となっています。 
公債費は、平成３０年度までの大型建設事業の起債に伴う償還のため増加傾向となっていま

す。 

 
  
 
（２）投資的経費（普通建設事業費・災害復旧事業費） 

普通建設事業費は、学校給食施設改築業（R５）、地域文化広場改修事業（R６）や学校のト

イレ洋式化事業（R５～）などの実施により、高い値で推移しています。また、令和５年度に

発生した豪雨災害への復旧のため、災害復旧事業費が増加しています。 

 

4,981 4,934 5,444 5,596 5,557 5,586 5,819 

2,752 2,849 2,765 3,670 3,129 3,273 3,692 
2,340 2,559 2,708

2,831 3,003 2,899 2,947 10,073 10,342 10,917 12,097 11,689 11,758
12,458

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

百万円
義務的経費

人件費 扶助費 公債費

5,182 

3,715 
4,318 

3,103 3,295 
4,130 4,250 

96 

125 

150 

118 
107 

623 
779 

5,278 

3,840 

4,468 

3,221 3,402 

4,753 5,029 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

百万円 投資的経費

普通建設事業費 災害復旧事業費
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３ 収支の状況 

財政運営の健全性を確保するためには、収支の均衡が図られている必要があることから、実

質収支と実質単年度収支の２つの指標で検証します。 

 
実質収支は、歳入決算額から歳出決算額と翌年度への繰越額を単純に差し引いたもので、基

金を取り崩した額と基金に積み立てた額も含まれており、ほとんどの地方自治体で黒字になっ

ています。 
一方、単年度収支の中には、実質的な黒字要素（財政調整基金積立金、地方債繰上償還額）

や赤字要素（財政調整基金取崩額）が含まれていることから、これらを加除し、単年度収支が

実質的にどうであったかを表すものが、実質単年度収支です。 
本市の直近の実質単年度収支は、令和３年度及び４年度を除いて、財政調整基金の積立より

も取り崩しが多かった影響により赤字となりました。 
 
 

  
  

851
746 809

1,326
1,496 

1,292 
1,395 

△ 95

△ 631

△ 194

1,079

310 

△ 572
△ 436

△ 1,000

△ 500

0

500

1,000

1,500

2,000

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

百万円 実質収支と実質単年度収支

実質収支 実質単年度収支

6



４ 基金残高の状況 
本市では、市政運営に支障がないように、急な収入減への対応や特定の事業を行うために、

計画的に基金へ積み立てを行ってきました。 
一般会計の基金は、財政調整基金、減債基金、１７のその他特定目的基金があり、その残高

は、市町村合併時の平成１７年度末に約２９億９千万円でしたが、令和６年度末には、約５１

億５千万円となりました。令和５年度、６年度と２年連続で財政調整基金を取り崩したため、

基金総残高は減少傾向にあります。 

 
 
 

５ 地方債残高の状況 
地方債は、住民負担の世代間公平の調整や年度間の財源調整などの機能があることから、事

業内容等に応じて一定の地方債の活用が必要です。 
しかし、安易な地方債の発行は、後年度に過重な負担を強いることにつながることから、地

方債の発行と返済のバランスを保つことで残高の抑制を図るとともに、地方債発行の際は、地

方交付税措置のある有利な地方債の借入れを行ってきました。 
市町村合併後の平成１９年度は、一般会計全体で約２４９億６千万円の残高がありました。

その後は、財政健全化に取り組み、借入額を抑制してきましたが、合併特例債を活用した庁舎

建設やし尿等下水道投入施設、学校給食施設改修等の大型建設事業に伴う借入れにより、令和

６年度末で地方債残高は約２８５億４千万円となり、平成１９年度と比べて３５億８千万円の

増加となっています。地方債発行額については、平成３０年度をピークに減少しましたが、地

方債残高については２８０億円を超える額で推移しています。なお、令和４年度以降、過疎対

策事業債、公共施設等適正管理推進事業債、緊急防災・減災事業債の発行が増加しています。 
 
 
 
 
 

2,645
2,117 1,861

2,423 2,563 2,195
1,656

729

730
731

998 948
971

1,003

2,938

2,710
2,737

2,709 2,557
2,558

2,492

6,312

5,557 5,329

6,130 6,068
5,724

5,151

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

百万円 基金残高の推移

財政調整基金 減債基金 その他特定目的基金
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地方債発行額（合併債除く） 合併特例債発行額 元金償還額 年度末地方債残高
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６ 健全化判断比率等の推移 
  （１）経常収支比率 

財政構造の弾力性を判断する指標の一つで、毎年度経常的に収入される財源のうち、人

件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費に充当されたものが占める

割合を示しています。この比率を下げるとさらに柔軟な市政運営を行うことができます。 
本市では、令和３年度に地方交付税や地方消費税交付金などの経常一般財源の増加によ

り、８６．８％と大きく改善されましたが、その後物件費や人件費といった経常経費の増

加により類似団体平均を上回る経常収支比率となり、令和６年度では９５．８％と過去最

高の比率となり、財政運営の硬直が進みました。 

 
 

  （２）将来負担比率 
財政構造の弾力性を判断する指標の一つで、地方公社や損失補償を行っている出資法人

等に係るものも含め、地方債現在高、退職給与引当金に相当する額等その地方公共団体の

一般会計等が将来負担すべき実質的な負担額の総額について、標準財政規模に対する比率

を示すものです。数字が小さくなるほど、健全度が高くなります。 
市町村合併時の平成１９年度には、１１６．３％でしたが、財政健全化の取組による財

政調整基金の増、地方債残高の抑制などにより、減少してきましたが、平成３０年度から

令和２年度にかけ大型建設事業実施に伴う地方債の発行及び基金の取り崩しにより将来負

担率は６２．６％まで上昇しました。令和３年度、４年度は減少に転じましたが、学校給

食施設改築や地域文化広場改修工事等の大型事業の実施により比率が上昇しています。 
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Ⅲ 財政運営ガイドライン 

 １ 財政調整基金等の残高 
本市の財政調整基金は、長期的視点を持って財政運営を行う中で、年度間の財源調整や災害

時の財源確保のために設置されています。不測の事態において機動的な財政運営を行うため、

一定額を確保する必要があります。 
豪雨等による災害への対応や新型コロナウイルス感染症のような未知の感染症の感染拡大が

及ぼす経済情勢の悪化により、市税の大幅な減収や緊急財政支出の増加など、市政運営におけ

る急激な環境変化に柔軟に対応し、安定的な財政運営を維持するためには、財政調整基金及び

減債基金の残高に目標値を定め、目標値を達成できるようチェックし、不測の事態に備えるこ

とが必要です。 
 

  （１）財政調整基金積立目標基準 
緊急時の機動的な財政支出や大規模事業への対応、急激な税収の落ち込みなど、将来の

リスクへの備えとして、一定額を確保していく必要があります。そのため、毎年度生じた

決算剰余金を基金への積立てもしくは取崩しの抑制に活用します。 
【積立基準】 
決算剰余金のうち２分の１以上を積み立てる（地方財政法第７条）。 

  
  （２）目標値の設定 

令和５年度から令和８年度までを期間とした新城市中期財政計画の目標値を引き継ぎ、

緊急時の応急的な財源調達と年度間の財源調整機能を有する財政調整基金と減債基金につ

いては、財政健全化判断比率の一つである実質赤字比率における財政再生基準（単年度の

実質収支が標準財政規模の２０％以上の赤字となること）への対応を想定し、それ以上の

残高を保持することを目標とします。 
【財政調整基金及び減債基金残高の目標額】 
標準財政規模（令和６年度） 

１５，３９５，１２０千円×２０％ ＝３０億７９百万円 ≒ ３０億円以上 
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【参考】 
      ・財政健全化判断比率の一つである実質赤字比率における 

早期健全化基準 １２．７５％（令和６年度決算） 
財政再生基準  ２０．００％ 
実質赤字比率＝一般会計等の実質赤字額／標準財政規模 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 地方債発行額の抑制 

  （１）地方債発行基準 
地方債は、住民負担の世代間公平の調整や年度間の財源調整などの機能があることから、

事業内容等に応じて一定の地方債の活用が必要です。 
しかし、安易な地方債の発行は、後年度に過重な負担を強いることにつながることから、

地方債の発行と返済のバランスをとり、適切な地方債残高の管理が必要です。 
これまでは、プライマリーバランスを保つ（地方債借入額を元利償還額以内とする）こ

とで地方債残高の抑制を図るとともに、地方債発行の際は地方交付税措置のある有利な地

方債の借入れを行ってきました。 
しかしながら、地方交付税措置率の高い有利な借入れであったとしても、元利償還金の

うち地方交付税措置以外の部分は一般財源で措置しなければならず、これが積み上がると

一般財源を圧迫することになります。 
今後、歳入一般財源の減少は避けられない状況であることから、地方債発行と地方債償

還のバランスをとることを目的として、以下のとおり地方債発行額の抑制に努めることと

します。 
 
    ① 臨時財政対策債、合併特例債を除く市債（その他事業債） 

その他事業債については、地方債メニューにより充当率や地方交付税措置率等が定め

られています。これらの発行額については、プライマリーバランス（地方債の借入額と

償還額との差額）の黒字を確保することで、地方債残高増加の抑制を図ることができま

すが、令和７年度に合併特例債の発行が終了したことにより、地方交付税措置のない地

方債の活用も考慮する必要があることから、次の基準により地方債の発行額抑制を図る

こととします。 
地方交付税措置以外の部分におけるプライマリーバランスの黒字確保 

その他事業債の元金償還金のうち地方交付税措置以外の部分 

＞その他事業債の地方債予算のうち地方交付税措置以外の部分 

 
 
 
 
 

目標額の３０億円に対し令和７年度末の見込み額は、財政調整基金１７．１億円、減債

基金９．７億円の合計２６．８億円となっており目標額に３．２億円不足している状況で

す。財源調整のため財政調整基金の取り崩しが続いたことが要因です。 
今後、歳入歳出の徹底的な見直しに取り組み財政調整基金の取り崩しを抑えるととも

に、決算繰越金を確実に積み立てていく必要があります。 

進捗状況 
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    ② 臨時財政対策債 
臨時財政対策債は、国から各自治体に交付する地方交付税の原資が不足するため、不

足分の一部を各自治体が借入れする地方債であり、その元利償還金相当額は全額が後年

度の地方交付税によって措置されます。なお、その発行については、国から発行限度額

が示され、その中でいくら発行するかは各自治体の裁量となっており、地方債の抑制を

図る目的で限度額まで発行しないことも可能です。しかし、臨時財政対策債制度の趣旨

（折半ルール、地方交付税の代替措置）を踏まえ、発行限度額まで借り入れることを基

本とします。なお、令和７年度における国の臨時財政対策債の発行額はゼロでした。 
 

（２）チェック指標の設定：将来負担比率 
財政構造の弾力性を判断する指標で、将来的に支払うべき負担見込額が、市の年間収入

に対して、どの程度かを示すものです。この数値に大きく影響するものが、地方債現在高

及び基金現在高であることから、チェック指標とします。目標値としては、過去最も低か

った平成２７年度の将来負担率並みの２５％とします。 
 

中期目標値 ２５％（平成２７年度水準） 

年次目標値 前年度数値を上回らないこと 
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２５％ 

地方債発行抑制に向けた地方交付税措置以外の部分におけるプライマリーバランスの黒字

確保については、毎年度当初予算編成時に判定を行い適切な地方債発行となっています。 
将来負担比率については、令和６年度決算で５５．０％となっており中期目標値２５％か

ら乖離しているうえ、前年度よりも数値は上昇しています。地方債発行はほぼ横ばいである

のに対し、基金の減少が数値上昇の要因となっています。 

進捗状況 
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Ⅳ 財政見通し（令和９年度～令和１２年度） 

 
 １ 推計方法 
 試算条件の設定として、令和７年度決算見込み額及び令和８年度当初予算を基準年度として推

計を行いました。 
 
（１）歳入 

① 地方税 
個人市民税は人口減少を加味しつつ今後の経済見通しを踏まえ、現行の税制度を基本と

して推計しています。固定資産税は地価の下落を考慮して推計しました。軽自動車税のう

ち環境性能割については令和９年度以降収入なしとしました。法人税については、基準年

度の収入の横ばいでの推移を見込みました。その他の税目は実績を基礎に推計しています。 
 
② 地方譲与税、交付金 
現行制度及び現在公表されている制度改正を見込み実績額を基礎に推計しています。地

方揮発油譲与税は暫定税率の廃止に伴い令和８年度以降は減額、環境性能割交付金は令和

９年度以降廃止としています。 
 
③ 地方交付税 
普通交付税及び特別交付税については、令和８年度当初予算額と概ね同額としています。 

 
④ 国県支出金（国庫支出金・県支出金） 
一般行政費分については、過去の実績等から算出し、投資的事業関連の補助金について

は、今後実施が見込まれる事業をもとに推計しています。 
 
⑤ 諸収入等（分担金及び負担金、使用料及び手数料、寄附金、諸収入） 
過去の実績と今後の取り組みを考慮し令和８年度当初予算額から推計しています。 

 
⑥ 繰入金 
特定目的基金の活用を見込んで推計しています。 

 
⑦ 繰越金 
前年度の歳入歳出差額を記載しています。 

 
⑧ 地方債 
普通建設事業に係る見込み額を基に推計しました。 
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（２）歳出 
① 人件費 
人事院勧告等の影響を考慮し、令和８年度当初予算を基礎に毎年度０．５％上昇を見込

みました。 
 
② 扶助費 
令和６年度決算額を基礎に過去の実績等を踏まえ、将来の伸び率を算定し、推計しまし

た。 
 
③ 公債費 
発行済みの市債の償還金に加え、令和８年度以降に実施が見込まれる普通建設事業等に

おいて発行する予定額を基礎に推計しています。 
 
④ 物件費 
令和７年度決算見込み額を基礎に過去の実績を踏まえ物価上昇を見込み推計しています。 

 
⑤ 維持補修費 
既存の公共施設等の維持管理費や、公共施設等総合管理計画の推進を踏まえ推計してい

ます。 
 
⑥ 補助費等 
過去の実績及び今後見込まれる経費を踏まえ推計しています。なお、病院事業、水道事

業、下水道事業会計への負担金（基準内繰出）については、各経営戦略の金額を計上して

います。 
 
⑦ 積立金 
退職手当基金の積立、各種基金の運用利息の積立を見込み推計しています。 

 
⑧ 投資及び出資・貸付金 
現行制度に基づくもの、今後予定されている事業に係るものを踏まえ推計しています。

なお、水道事業、下水道事業会計への出資金（基準外繰出とライフライン機能強化）につ

いては、各経営戦略の金額を計上しています。 
 
⑨ 繰出金 
各特別会計の財政計画及び過去の実績、伸び率等を勘案して推計しています。 

 
⑩ 普通建設事業 
地方債、公債費同様に、令和８年度から令和１２年度までに実施が見込まれる事業をも

とに推計しています。  
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２ 中期収支見込み 

 
 
 

【歳入】 （単位：百万円）

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度

地方税 8,095 8,011 7,962 7,944 7,927 7,911

地方譲与税・交付金 2,208 2,279 2,042 2,048 2,055 2,062

地方交付税 6,981 6,663 6,663 6,663 6,663 6,663

国県支出金 4,332 3,910 4,049 3,957 4,133 4,234

諸収入等 2,319 2,074 2,380 2,178 2,184 2,142

繰入金 724 1,241 841 715 815 615

繰越金 1,848 1,461 1,245 579 321 399

地方債 2,045 2,109 2,109 2,056 2,178 1,471

合計 28,552 27,748 27,291 26,140 26,276 25,497

【歳出】
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度

人件費 6,119 6,115 6,141 6,168 6,194 6,220

扶助費 3,445 3,535 3,647 3,764 3,886 4,014

公債費 3,051 3,112 3,184 3,216 3,123 3,092

物件費 5,245 4,437 4,540 4,418 4,411 4,394

維持補修費 187 234 234 234 234 234

補助費等 3,569 3,108 3,237 3,236 3,237 3,237

積立金 786 691 804 304 304 504

投資及び出資金・貸付金 193 448 323 403 332 334

繰出金 1,124 1,141 1,341 1,349 1,355 1,365

普通建設事業費 3,372 3,682 3,261 2,727 2,801 1,709

合計 27,091 26,503 26,712 25,819 25,877 25,103

【収支】
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度

歳入歳出差額（歳入―歳出） 1,461 1,245 579 321 399 394

財政調整基金増減額 61 ▲ 100 ▲ 100 ▲ 500 ▲ 600 ▲ 200

積立（増） 564 500 600 100 100 300

取崩（減） 503 600 700 600 700 500

【基金残高】
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度

財政調整基金 1,716 1,616 1,516 1,016 416 216

減債基金 973 550 538 539 540 541

合計 2,689 2,166 2,054 1,555 956 757

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度

実質単年度収支見込み ▲ 185 ▲ 6 ▲ 766 ▲ 758 ▲ 522 ▲ 205

実質単年度収支＝当該年度実質収支-前年度実質収支+財政基金調整積立額+地方債繰上償還額-財政調整基金取崩額

マイナス表示の場合、基金の取り崩しなどにより資金を工面していることになります。

令和７年度以降実質単年度収支は、毎年度赤字となる見込みです。赤字を補填するために財政調整基

金を取り崩す必要があり、基金残高は毎年度減少し、財務状況は悪化していく見込みです。 
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３ 今後予定されている大型事業 

 
※掲載事業については推計のために掲載したものであり、すべての事業を実施するものではありません。 
 金額についても策定時点での総事業費の推計額です。 

  

（単位：百万円）

事業名 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度

新城北設ごみ処理広域化施設 16 104 57 57 13

現クリーンセンター延命化 480 479 477 475 472

ちさと新設こども園 250 500 750

こども園解体
（千郷中・東郷東・中央）

300

小学校　特別教室　エアコン 33 120

中学校　体育館　エアコン 8 397 397 397

小学校　体育館　エアコン 16 440 440

中学校　トイレ洋式化 13 153 103

新城駅周辺整備（駅・道路・拠点） 15 43 541 47

新城IC周辺整備 89 685 318

消防救急デジタル無線 200 134 7 8 8

消防車両更新 33 51 409 138

消防通信指令施設 79 79 79 79

耐水性貯水槽 17 17 17 17

文化会館長寿命化
（スプリンクラー・火災報知器）

1,031 688

文化会館長寿命化
（トイレ洋式化・LED等多数）

新城斎苑

スマートIC周辺整備

長篠橋撤去

長篠城址史跡保存館

合　計 1,885 3,085 2,563 2,679 1,564

（単位：百万円）

事業名 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度

新城市民病院
（建設　病院会計）

未定

時期未定
総事業費は概ね160億円から180億円程度

（新病院建設基本構想）
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Ⅴ 今後の取組 

 人件費、物件費、扶助費等の経常的経費の上昇は今後も続くと見込まれるため、経常収支比

率も上昇し、財政運営の硬直化は進行していく見通しです。また、単年度収支は赤字が続くた

め、毎年度財政調整基金を取り崩さざるを得ません。 
 財政調整基金は、大型事業の実施などにより、年度ごとに歳出の偏りがある場合に、他の行

政サービスに影響が及ばないよう活用するほか、大規模自然災害の影響など、不測の事態に備

えるため、重要な財源です。また、当該年度の歳入歳出差引剰余金である次年度繰越金は、次

年度の当初予算及び補正予算の財源として活用しており、これらをあわせた留保財源を、一定

程度維持していくことが、行財政運営を安定的に進めていくうえで不可欠となります。 
 令和１２年度以降、クリーンセンターや市民病院の建て替えなど大型事業が控えており、現

状よりもさらに厳しい財政状況となります。新たな行政需要に的確に対応するためには、柔軟

で安定的な財政運営に取り組む必要があります。 
そのため、前年度決算及び当該年度上半期の状況を中期収支見込みに反映させ、かつ、その

結果を次年度予算編成の指針とすることができる８月末を更新時期と定めます。これにより、

次年度予算編成での財政運営ガイドラインを遵守するためのチェック機能を高め、財政面の内

部統制の強化につなげます。 
併せて、財政運営ガイドラインの目標や指標について、更新を通して点検、確認を行い、検

討を継続することとします。 
 
 

 
［今後の取組］ 

◆柔軟な財政構造への転換 
 実質単年度収支を黒字化し、財政調整基金への積立を実施 
 
◆財源の確保 
 受益者負担の適正化 
 新たな特定財源の確保 
 
◆経常経費の縮減 
 ランニングコストの見直し 
 補助金の見直し 
 ＲＰＡ等による事務の効率化 
 
◆行財政改革の推進 
 持続可能な組織運営にむけた、財政・政策・組織（人）の３分野を連携させた改革の推進 
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